
 当大使館は、Rua Ramalho Ortigão 51, 6º andar（注：ＡＮＡＣＯＭのビル内）に移転し

ました。旧大使館跡地（リベルダーデ通り）に行かないようにご注意下さい。 

 

 

 

 

 

 

第２７９号  

令和８（２０２６）年６月９日 

在ポルトガル日本国大使館 

 

目次： 

１ お役立ち情報 

２ 領事・治安情報 （P２～） 

３ 大使館の活動報告 （P６～） 

４ 気になるニュース（P８～） 

 

１ お役立ち情報 

（１）リスボン日本語補習授業校 講師・ボランティア 随時募集 

リスボン日本語補習授業校にて講師・ボランティアを募集しています。詳細については下記

までお問い合わせください。 

リスボン日本語補習授業校は、ポルトガル国在留の在留邦人子女に対し日本の義務教育課程

に準拠した補習教育を行っています。現在、講師・ボランティアを募集しております。 

○講師: 

対象：幼稚部～中学３年生 

業務内容：日本語の授業、教材作成、行事への参加など 

応募資格：日本語教育の経験、またはそれに準ずる知識・能力をお持ちの方 

○ボランティア: 

業務内容：授業補助、教師補助など 

応募資格：日本語能力があり、子どもが好きで、ボランティア活動に興味のある方 

勤務日: 毎週土曜、8:45~13:15 

勤務地: リスボン日本語補習授業校（詳細は、補習校 HP を御覧ください。） 

その他: 詳細は面接時に説明いたします。 

応募方法：履歴書と希望動機を lisbon.japanese.school@gmail.com までお送りくださ

い。 

 

（２）動植物検疫の徹底について 

 農林水産省は、本邦における人の往来増加を見越し、植物の病害虫及び家畜の伝染病の国

内への侵入防止のために、果物・野菜や肉・肉製品の海外からの持込みを厳しく制限します。持
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ち込みが禁止されていないものでも、生の果物・野菜、穀類、豆類などの持込には、植物検疫

証明書が必要です。肉・肉製品の持込は禁止されています。これらは、機内食やお土産、少量で

あっても例外はありません。 

違法な持込には、罰則（最大３年の拘禁刑又は最大300万円（法人は最大5,000万円）の罰

金）が課される場合がありますので注意してください。 

詳しくは以下の農林水産省（植物検疫所・動物検疫所）のウェブサイトを確認ください。 

《植物防疫所》 

 「来日するあなたへのお願い」 

https://www.maff.go.jp/pps/j/pqaqinfo_j.html 

「どうぶつ と しょくぶつ の けんえき の おしらせ」 

https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/pqaqinfo/index.html  

 「よくあるご質問（海外からの持込み編）」 

  https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/oversea/faq/index.html  

《動物検疫所》 

  動画「海外からの家畜伝染病を防げ！（多言語字幕版）」 

https://www.maff.go.jp/j/syouan/yobou_movie.html  

「輸入動物検疫に係るよくあるお問合せ（FAQ）」 

  https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/FAQ.html 

 

(３)佐藤シェフによる料理動画「À Moda do Chefe Sato」配信中 

 現在、在ポルトガル日本大使館のYoutubeチャンネルで佐藤・在

外公館料理人による日本食を中心とした料理紹介動画を配信して

います。是非ご視聴ください。 

https://youtube.com/playlist?list=PLz08yNYIf6UrHBznaDvjOs3UaQb48

90F8&si=eRcqCvWW71cI8l0D 

 

２ 領事・治安情報 

（１）旅券手数料の改定など 

 本年５月７日、「旅券法の一部を改正する法律」が公布され、続いて５月２２日、手数料の額を

定めた旅券法施行令が公布されました。新しい手数料の額は、それらが施行する日本時間令和

８年７月１日午前０時（日本時間、ポルトガル時間とも）以降の申請分から適用される予定です。

詳細は当館 HP を御覧下さい。 

 

（２）安全の手引き 

 「安全の手引き」を更新しましたので御覧下さい。 

https://www.maff.go.jp/pps/j/guidance/pqaqinfo/index.html
https://www.maff.go.jp/pps/j/trip/oversea/faq/index.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/yobou_movie.html
https://www.maff.go.jp/j/syouan/douei/katiku_yobo/FAQ.html
https://youtube.com/playlist?list=PLz08yNYIf6UrHBznaDvjOs3UaQb4890F8&si=eRcqCvWW71cI8l0D
https://youtube.com/playlist?list=PLz08yNYIf6UrHBznaDvjOs3UaQb4890F8&si=eRcqCvWW71cI8l0D
https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/101040800.pdf
https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/101033074.pdf
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（３）氏名の振り仮名の届出の届出期間の終了及び氏名の振り仮名の申出につい

て 

 戸籍法の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に

関する法律等の一部を改正する法律」が昨年５月２６日に施行され、同日以降、氏名の振り仮

名の届出を行うことができましたが、その届出期間が本年５月２５日に終了しました。詳細は外

務省 HP を御覧下さい。 

 

（４）ポルトガル国外で出生し、ポルトガル国籍を取得しようとする場合 

ポルトガル国外でポルトガル国籍の方と日本国籍の方との間に出生されたお子様が、ポルト

ガル国籍法第１条１項 C の手続にてポルトガル国籍を取得される場合、日本国籍を喪失する

と解されるため、ご留意ください。詳細は当館 HP を御覧ください。 

 

（５）民法等の一部を改正する法律（父母の離婚後等の子の養育に関する見直し）

について 

 民法等の一部を改正する法律（令和 6 年法律第 33 号。以下「改正法」という。）の施行に伴

い、令和 8 年 4 月 1 日から、離婚後の親権者を父母双方又は一方を親権者と指定することな

どができることとなりました。 

 改正法の詳細については、法務省ホームページ及び改正法に関するパンフレットをご覧くだ

さい。 

 

（６）流動型犯罪グループ（トクリュウ）を含めた犯罪組織による海外における闇バ

イト及び特殊詐欺についての注意喚起 

～加害者にならないために～ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2025C056.h

tml 

～被害に遭わないために～ 

https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2025C057.h

tml 

 

（７）安全対策情報の掲載について 

 詳細は、こちらのリンクから「安全対策情報」をご確認ください。 

  https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html 

 

（８）「在留届」に関するお願い 

「在留届」は、旅券法において、日本国外に住所または居所を定めて３か月以上滞在される

日本国籍者を対象にその提出が義務付けられています。届け出はオンライン在留届（ＯＲＲネッ

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html
https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/100983385.pdf
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00357.html
https://www.moj.go.jp/content/001450931.pdf
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2025C057.html
https://www.anzen.mofa.go.jp/info/pcwideareaspecificinfo_2025C057.html
https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000042.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
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ト）のサイトからお願いします。 

また、ポルトガルからの転出及び帰国の際には、「帰国・転出届」の御提出も上記リンクから

手続きくださいますよう、お願いします。 

 

（９）第三国に出国の際の「たびレジ」登録のお願い 

ポルトガルからご旅行やご出張で第三国に行かれる場合など、渡航先の最新の安全情報が

確認できます。是非、こちらからご登録ください。 

 

（１０）戸籍法及び戸籍法施行規則の一部改正に伴う戸籍事務の取扱いについて 

2025 年５月２６日から改正戸籍法が施行されたことに伴い、従前、氏名の振り仮名（フリガ

ナ）は戸籍上公証されていませんでしたが、この改正法の施行により、戸籍の記載事項に、新た

に氏名のフリガナが追加されることになりました。 

詳細は法務省のＨＰを御覧ください。（なお、右ＨＰ内の専用コールセンターの電話番号は、

ナビダイヤルのため、海外からは利用できないことになっておりますので御留意ください。）併

せて、海外居住者向けＱ＆Ａも御確認ください。 

 

（１１）旅券の集中作成「２０２５年旅券」に関するお知らせ 

ア ２０２５年３月から、旅券の偽変造対策を強化するため、人定事項ページにプラスチック基

材を用いた「２０２５年旅券」の発給が開始しました。 

イ それに伴い、旅券は日本国内で作成され、当館まで配送されることとなるため、４週間程度

の日数を要することとなります。なお、日本国内での申請の場合は、２週間程度の日数を要し

ます。 

ウ 交付日については、申請時に予定時期（目途）をお伝えし、具体的な交付日は交付準備が整

った段階であらためて御連絡いたします（窓口での書面申請の場合は電話連絡、ORRネットで

のオンライン申請の場合は登録されたメールアドレスにメールを送信します。）。 

※ 仮受付（郵送申請）サービスの終了 

 これまで、当館から遠方にお住まいの方については、領事出張サービス実施日や、あらかじ

めお約束いただいた日に旅券をお受け取りいただく前提で、旅券発給申請書を事前郵送いた

だき、予約いただいた日に旅券を交付するサービスを行ってきました。しかしながら、旅券の

集中作成開始に伴い、こうした対応が困難となるため、２０２５年３月以降、郵送による事前申

請に基づき領事出張サービス実施日や来館日に旅券を交付するサービスは終了しました。 

 このため、遠隔地にお住まいの方や来館時に交付を希望される方は、オンライン申請の利用

を是非とも御検討ください。オンラインにて申請頂ければ、来館いただくのは交付の際のみと

なります。オンライン申請の利用方法は、当館ＨＰから御確認いただけます。 

エ 在留邦人の皆様に余裕を持ってパスポートの更新を行っていただけるよう、在留届を提出

された方に対し、パスポートの有効期間の満了日が近付いてきた際にご案内メールをお送り

https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html
https://www.ezairyu.mofa.go.jp/tabireg/index.html
https://www.moj.go.jp/MINJI/furigana/index.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/todoke/pagew_000001_01529.html
https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00830.html
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するサービスを新たに開始しました。在留届にパスポートの有効期間満了日が登録されていな

い場合には、上記のご案内メールをお送りすることができません。ご家族の分を含め、在留届

にパスポートの有効期間満了日をご登録ください。また、この機会に、在留届に登録されてい

るパスポート番号、住所、電話番号、本籍等についても、最新の情報が登録されているかご確

認いただきますようお願いします。 

オンライン在留届：https://www.ezairyu.mofa.go.jp/RRnet/index.html 

詳細は当館 HP を御覧ください。 

 

（１２）在外公館で旅券及び証明を申請する際の戸籍謄本（抄）の提出について 

令和７年３月以降より、外務省と法務省間で戸籍情報のシステム連携が開始されました。こ

れにより、旅券の申請及び戸籍謄本の提出を必要とする証明の申請（例：パスポートの新規申

請や婚姻証明など）において、申請者が「戸籍電子証明書提供用識別符号」（以下「符号」）を在

外公館窓口に提示することにより、在外公館側で戸籍電子証明書（電子的に戸籍情報を証明し

たもの）を確認することが可能となるため、紙の戸籍謄本（抄）の提出が不要になります。 

※「符号」は、行政機関が戸籍電子証明書の内容を確認するためのパスワード（１６桁の数字、

有効期間３か月）です。マイナポータル上（無料）又は市町村窓口（有料）で取得できます。「符号」

の取得に関する詳細は市町村のＨＰ等でご確認ください。 

※マイナポータル上での「符号」の取得方法は、こちらを確認ください。  

「オンライン在留届（ＯＲＲネット）」から旅券及び証明のオンライン申請をする場合は、あらか

じめ取得した符号を申請画面で入力することにより、戸籍電子証明書をオンラインで提出でき

ます。また、窓口申請においても、「符号」の提示が可能です。 

（参考） 

●旅券のオンライン申請 

●証明のオンライン申請 

 

（１３）一部証明書のオンライン申請及びクレジットカード等によるオンライン決済

の開始 

各種証明（一部を除く）のオンライン申請及びこれらの手数料のクレジットカード（デビットカ

ード含む、以下同様。）によるオンライン決済が可能となっています。これまでは、平日の昼間に

窓口に来館されて申請を行っていただく必要がございましたが、これからは、夜間、休日問わ

ずオンラインで申請いただけますので、是非ご利用ください。詳細は、当館ＨＰ該当ページを御

覧ください。 

 

（1４）海外に住んでいても国政選挙への投票は可能です。 

ア 遠隔地にお住まいの方等一定の条件を満たす方には、在外選挙人登録申請の際、本人

出頭を免除する特例措置（ビデオ通話による申請）も採用しています。御希望の方は事前に当

https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_01109.html
https://img.myna.go.jp/manual/03-10/0236.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/passport/page22_004039.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00949.html
https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000065.html
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館まで御相談ください。 

イ 在外選挙人証交付の迅速化の取組について 

従来、在外選挙人証は、市区町村選挙管理委員会が発行し、外務本省を経由して在外公館に

送付していました。これが、２０２４年７月以降は、市区町村選挙管理委員会から在外公館にメ

ールでデータを送付し、在外公館で書面に出力し、申請者に交付する方式に変更されていま

す。 

この取組により、在外投票の際に必要な在外選挙人証の申請から交付までの時間が大幅に

短縮されることとなり、在留邦人の皆様の利便性の向上につながっています。 

詳細は外務省ホームページ該当ページを御覧ください。 

 

（１５）国外転出者向けマイナンバーカードのオンライン申請開始に（５月２６日～） 

○国外転出者向けマイナンバーカードの申請(新規交付や有効期限に係る更新など)について

は、５月２６日より全面的にオンライン申請に移行されました。これまで在外公館窓口を経由し

た申請を受け付けておりましたが、今後はオンラインで直接、市区町村及びカードの製造を担

っている J-LIS(地方公共団体情報システム機構)に申請する方式に変更となります。 

詳細は当館 HP を御覧ください。 

 

（１６）日本における消費税免税制度 

２０２３年４月から、免税購入対象者が変更となりました。詳細は、観光庁のHPをご確認くだ

さい。また、在留証明の申請については当館HPを御確認ください。オンラインでの申請の場合

はこちらをご確認ください。 

 

（１７）御来館時のお願い 

領事窓口は予約制を採用しています。領事手数料は、窓口では現金のみの取り扱いとなっ

ています。御来館に際し、お釣りのないように御準備ください。 

 

３． 大使館の活動報告 

（１）イベロアニメ・サンタレン 

5 月 16～17 日、サンタレン市において日本のポップカルチャーイベントであるイベロアニ

メ・サンタレンが開催され、大使館も出展しました。同イベントにおいては、大使館ブースにおけ

る日本文化体験の他、大使館料理人である佐藤料理人によるワークショップや、日本映画講演

会、日本留学説明会を実施しました。 

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/senkyo/flow2.html
https://www.pt.emb-japan.go.jp/files/101031613.pdf
https://www.mlit.go.jp/kankocho/tax-free/reiwa4kaisei.html
https://www.pt.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000098.html
https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html
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（２）日系企業・ビジネス懇談会 

５月２９日、当地で活動する日本企業関係者にご参加いただき、日系企業・ビジネス懇談会

を開催しました。大使館からのポルトガル政治・経済情勢及び安全対策情報に関するブリーフ

ィングを行うとともに、各社からの事業紹介や情報提供、意見交換を行い、当地で活動する日

本企業同士の関係構築の場となりました。 

 

（３）カンファレンス「国際地政学：新たな国際秩序の出現か（Geopolítica 

Internacional: uma nova ordem global?）」への中川大使の参加 

5 月 26 日、中川大使はグレミオ・リテラリオにて開催されたカンファレンス「国際地政学：新

たな国際秩序の出現か（Geopolítica Internacional: uma nova ordem global?）」

（主催：Instituto Benjamin Franklin、Academia Maçónica）に参加し、インド太平洋

情勢について講演を行いました。同カンファレンスにはポルトガル・エコノミスト協会会長や元

ポルトガル国軍参謀総長、当地の著名ジャーナリスト等、多くの有識者が参加し、有意義な意見

交換の場となりました。 
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（４）大使による捜査機関への表敬訪問 

 ５月、中川大使は、ポルトガルの警察組織である司法警察庁長官、治安警察庁長官、共和

国警察庁長官をそれぞれ表敬し、事件事故等が発生した際の日本大使館との情報共有や連

携、協力体制について確認しました。 

 

 

 

４． 気になるニュース 

（１）労働法改正案の閣議決定 

５月１４日、政府は労働法改正案を閣議決定し、共和国議会へ送付することを決定しました。

同法案の策定に先立ち、政府は、社会対話の枠組みにおいて、９か月間で５８回、合計２００時

間超の協議を実施しましたが、労働組合側との合意には至りませんでした。 

同決定を受け、６月３日、ＣＧＴＰ主導の下、２０２５年１２月から半年ぶりとなる全国規模のゼ
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ネストが実施されました。リスボンでは、デモ終了後、共和国議会前で若者グループと警察が

衝突し、少なくとも６人が逮捕されました。 

労働法改正案をめぐる共和国議会での討論は６月１８日に設定されています。 

 

（２）国籍法改正に伴う刑法改正法令に対する違憲判断 

５月９日、憲法裁判所は、国籍法改正（５月３日付で公布済み）に伴う刑法改正法令について、

特定の犯罪に対する付加刑として国籍剥奪を規定している点に関し、全会一致で違憲判断を

示しました。同刑法改正法令が違憲と判断されるのは昨年に続き２度目。今後、大統領は同法

令の公布を拒否し、議会へ差し戻す見通しです。他方、国籍法そのものについては、既に大統

領により公布されており、今回の違憲審査の対象とはなっていません。 

 

（３）モンテネグロ首相のＰＳＤ党首再選 

５月３１日に実施された社会民主党（ＰＳＤ）党首選挙において、モンテネグロ首相兼ＰＳＤ党

首が再選されました。任期は２年間です。モンテネグロ首相は唯一の候補者であり、投票者の９

４．８％の支持を得て当選しました。一方、棄権率は約７３％でした。なお、今回の党首選挙は、

数か月前からパッソス・コエーリョ元首相によるモンテネグロ首相への批判が続いていたこと

を受け、本来の予定を前倒しして実施されました。 

 

（４）ポルトガル国立統計院（INE）による四半期経済報告書 

５月２９日、ポルトガル国立統計院（ＩＮＥ）は２０２６年第１四半期の経済報告書を発表しまし

た。同報告書によると、ＧＤＰは前年同期比２．３％増となり、前四半期から０．４ポイント加速し

ました。一方、前期比では横ばい（０．０％）となり、前四半期の０．９％増から減速しました。 
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